
藤沢市個人情報保護制度運営審議会答申第１１２６号  

 

 ２０２２年（令和４年）３月１０日  

                                                               

藤沢市長 鈴木 恒夫  様 

                    藤沢市個人情報保護制度  

                                   運営審議会会長   畠山 鬨之 

 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関  

する法律，特定個人情報保護評価に関する規則及び特定個人情報  

保護評価指針に基づく特定個人情報保護評価書（新型コロナウイ  

ルス感染症対策に係る予防接種に関する事務  全項目評価書）に  

ついて（答申）  

 

２０２２年（令和４年）２月２５日付けで諮問（第１１２６号）された

特定個人情報保護評価書について点検を行ったため，次のとおり答申しま

す。 

 

 

１ 審議会の結論  

特定個人情報保護評価書（新型コロナウイルス感染症対策に係る予

防接種に関する事務  全項目評価書）については，適当であると認め

られる。  

 

２  実施機関の説明要旨  

   行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（以下「番号法」という。），特定個人情報保護評価に関す

る規則（以下「規則」という。）及び特定個人情報保護評価指針（以

下「指針」という。）に基づく特定個人情報保護評価書（新型コロナ

ウイルス感染症対策に係る予防接種に関する事務  全項目評価書）に

係る実施機関の説明は，次のとおりである。  

   (1) 諮問に至る経過 

    ２０１３年（平成２５年）５月３１日に番号法等関連法が公布さ

れ，導入された番号制度は，社会保障制度，税制，災害対策等の分

野における行政運営の効率化を図り，国民にとって利便性の高い，

公平・公正な社会を実現するための社会基盤として導入されたもの

である。  

    これら関連法により国民一人一人に付番された個人番号を基に

２０１７年（平成２９年）１月から社会保障，税及び災害対策分野

における各種行政手続に際し，住民基本台帳の情報，税に関する情



報及び他の給付状況等の情報連携が行政機関間において行われて

いる。当該情報連携は地方公共団体情報システム機構が運営する情

報提供ネットワークシステムを介して行われる。  

    番号法は，特定個人情報が不正に利用された際に，個人のプライ

バシー等の権利利益が侵害されるおそれがあるため，その保護措置

の一つとして，特定個人情報ファイルを保有しようとする者に対し，

特定個人情報の漏えいやその他の事態が発生する危険性及び影響

に関する評価を当該特定個人情報ファイルを保有する前に自ら実

施することを義務付けている。この評価を特定個人情報保護評価と

いう。特定個人情報ファイルを取り扱う事務について特定個人情報

保護評価を実施するに際しては，評価対象の事務の対象人数，特定

個人情報ファイルの取扱者数，過去の特定個人情報に関する重大事

故発生の有無によるしきい値判断を行う。  

    新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種に関する事務の

しきい値判断については，対象人数は住民登録を有する者のうち，

予防接種法等関連法令に基づく対象者約４１万人，特定個人情報フ

ァイルの取扱者数は，地域保健課新型コロナウイルスワクチン接種

担当の職員約２０人であり，過去に特定個人情報に関する重大事故

は発生していないことから，当該事務の特定個人情報保護評価は全

項目評価に該当する。  

全項目評価に該当した事務については，番号法，規則及び指針に

基づき，評価書作成後に住民からの意見を聴取し，意見反映後に第

三者機関による点検（諮問）を行わなければならないことから，藤

沢市個人情報保護制度運営審議会に諮問するものである。  

  (2) 評価書の概要  

   ア 特定個人情報ファイルを取り扱う事務及び使用するシステム  

新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種に関する事務

において予防接種対象者の情報を管理するために使用するシス

テムは，次のとおりである。  

     (ｱ) ワクチン接種記録システム（以下「ＶＲＳ」という。）  

ＶＲＳは，新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種の

接種記録を管理することに特化したシステムであり，国（デジ

タル庁）が開発，運用及び保守を行っている。  

自治体は，特定個人情報を含む予防接種法等関連法令に基づ

く新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種対象者に関

する情報（自治体コード，接種券番号，氏名，生年月日，マイ

ナンバー等）を総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）によりＶ

ＲＳへアップロードする。対象者に予防接種が実施されると，

接種実施機関が，本人同意の上，ＶＲＳ専用タブレット端末か

らインターネット経由で接種記録をＶＲＳへアップロードす

る。なお，ＶＲＳへ送信される情報に特定個人情報は含まれな



い。ＶＲＳへアップロードされた接種記録は，自治体コード及

び接種券番号を連携キーとして，ＶＲＳ上に登録されている接

種対象者の情報に紐付けられ，接種済情報が記録される。ＶＲ

Ｓ上の接種記録は，転出入者に係る自治体間の情報照会及び提

供，予防接種証明書の交付に係る接種記録の照会並びに予防接

種証明書の電子申請受付及び交付等に利用する。  

(ｲ) 保健所・保健センター業務情報システム（業務共通システム，

予防接種サブシステム）  

市が住民に実施する予防接種に係る情報は，従来，保健所・

保健センター業務情報システムを活用している。同システムは，

住民記録システムと連携しており，予防接種サブシステムにお

いて各種予防接種に係る対象者の管理，接種記録の登録及び管

理並びに接種券発行等を行っている。  

なお，予防接種の接種記録については，団体内統合宛名シス

テム，中間サーバーを介して，情報提供ネットワークシステム

を通じて，他の自治体へ情報提供する。  

   イ 特定個人情報ファイル（予防接種対象者台帳）  

予防接種対象者台帳は，住民基本台帳に記録されている者及び

転出等で消除した者についての情報を蓄積したファイルである。

当該ファイルは個人番号，４情報（氏名，性別，生年月日及び住

所），その他住民票関係情報並びに健康・医療関係情報が記録さ

れるものであり，特定個人情報ファイルとして保有するものであ

る。 

住民票関係情報は，住民記録システムから，本人確認情報に係

る変更又は新規作成が発生した都度入手するものである。なお，

住民票関係情報を取り扱う担当課は，市民窓口センター及び各市

民センターであり，住民基本台帳ネットワークシステムを通じて

全国共通の本人確認を行うため，当該ファイルにおいて区域内す

べての住民情報を保有し，住民票に記載されている住民全員の記

録を常に正確に更新，管理及び提供するものである。  

また，予防接種関係情報（予防接種実施回数，予防接種実施日

等）は，住民が予防接種を受けた医療機関から提出される予防接

種券・予診票情報から入手するものであり，接種実施時には本人

確認が実施されている。なお，転入者等の予防接種関係情報は，

同様の手順を経て情報提供ネットワークシステムまたはＶＲＳ

を介して他自治体から入手するものである。  

住民票関係情報を基に予防接種関係情報を追記した予防接種

対象者台帳の取扱いについては，保健所・保健センター業務情報

システムの保守業務を委託している。また，ＶＲＳに登録された

予防接種対象者台帳の取扱いについては，国が開発，運用及び保

守業務を委託している。なお，保健所・保健センター業務情報シ



ステムに登録された予防接種対象者台帳の情報は，他自治体に情

報提供ネットワークシステムを介した提供を行う上で必要であ

るため，庁内連携システムを介した情報の移転が行われる。  

予防接種対象者台帳の情報の保管及び消去については，予防接

種法施行令第６条の２において，５年間保管すると定められてい

るが，接種記録確認等の事務のため２０年以上の長期間保管する

必要があるものである。ディスク交換やハード更改等の際は，保

守・運用を行う事業者において，保存された情報が読み出すこと

ができないよう，物理的破壊又は専用ソフト等を利用して完全に

消去するとともに，必要に応じて職員が当該措置の完了まで立会

いを行う等，確実な履行を担保する。  

   ウ しきい値判断の結果  

     (ｱ) 評価対象の事務の対象人数  

約４１万人（区域内の住民のうち新型コロナウイルス感染症

対策に係る  予防接種対象者）  

     (ｲ) 特定個人情報ファイルの取扱者数  

約２０人（地域保健課新型コロナウイルスワクチン接種担当） 

     (ｳ) 過去の特定個人情報に関する重大事故発生の有無  

発生なし  

   エ 評価実施機関  

藤沢市長（所管部署  健康医療部保健所地域保健課）  

   オ 公表しない部分の有無  

なし  

   カ 特定個人情報ファイルの保有時期  

２０２１年（令和３年）５月１７日から  

   キ リスク対策 

特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策

は，大きく分けて，特定個人情報の入手，特定個人情報の使用，

特定個人情報ファイルの取扱いの委託，特定個人情報の提供・移

転，情報提供ネットワークとの接続及び特定個人情報の保管・消

去の６項目であり，それ以外のリスク対策については監査，従業

員に対する教育・啓発及びその他の対策の３項目について明記し

ている。  

   (3) 住民に対する意見聴取の内容  

ア 意見聴取期間  

     ２０２２年（令和４年）１月２５日から同年２月２４日まで  

   イ 意見聴取の結果  

  意見はなし  

  (4) 提出書類  

ア  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（抜粋）  



イ 特定個人情報保護評価に関する規則  

ウ 特定個人情報保護評価指針  

エ 特定個人情報保護評価書（案）  

オ 藤沢市保健所・保健センター業務情報システム賃貸借契約書  

 

３ 審議会の判断理由 

当審議会は，次に述べる理由により，「１  審議会の結論」のとお

りの判断をするものである。  

  (1) 適合性について  

実施機関では，本評価の実施手続等について，次のように述べて

いる。  

ア 指針に基づき，特定個人情報保護評価の実施が義務付けられる

ことから，本評価書を作成した。  

(ｱ) しきい値判断については，対象人数は住民登録を有する者の

うち予防接種法等関連法令に基づく対象者約４１万人である

ため，当該事務の特定個人情報保護評価は全項目評価に該当す

る。なお，特定個人情報ファイルの取扱者数は，地域保健課新

型コロナウイルスワクチン接種担当の職員約２０人である。  

(ｲ) 本評価の対象となる事務の実態に基づき，特定個人情報保護

評価書様式で求められるすべての項目について検討し，記載し

た。  

イ 指針第５の３（３）イに全項目評価書を公示して広く住民等の

意見を求め，これにより得られた意見を十分考慮した上で全項目

評価書に必要な見直しを行うものとする，と規定されていること

から，２０２２年（令和４年）１月２５日から同年２月２４日ま

での間に住民に対する意見聴取を実施した。なお，意見はなかっ

た。 

ウ 指針第５の３（３）イに，公示し住民等の意見を求め，必要な

見直しを行った全項目評価書について，第三者点検を受けるもの

とする，と規定されていることから，今回，藤沢市個人情報保護

制度運営審議会に諮問し，第三者点検を受けるものである。  

以上のことから判断すると，本評価の実施手続等は，指針に定め

る実施手続等に適合していると認められる。  

(2) 妥当性について  

実施機関では，本評価の内容について，次のように述べている。 

ア 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた

入手を除く。）について，届出等特定個人情報を入手する際は，

本人確認書類の確認を厳格に行うこととしており，対象者以外の

情報の入手を防止する等の措置を講ずる。  

イ  特定個人情報の使用について，団体内統合宛名システムでは，

個人番号利用事務以外で個人番号の検索を行うことができない



等，個人番号関連業務以外は個人番号にアクセスできないよう措

置を講ずる。 

  なお，接種券交付事務，接種歴の登録事務及び保健所・保健セ

ンター業務システムを使用した接種歴の管理事務では，個人番号

は使用しない。  

ウ 特定個人情報ファイルの取扱いを委託について，委託先の選定

に際しては，主管課の長が業者に対して，個人情報保護管理の体

制が適切かどうかを確認する等の措置を講ずる。 

エ 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシス

テムを通じた提供を除く。）について，ＶＲＳにおいて他市区町

村への提供の記録を取得し，受託業者から情報提供等の記録を入

手することで記録の確認をする等の措置を講ずる。  

オ 情報提供ネットワークシステムとの接続について，情報提供ネ

ットワークシステムに情報照会を行う際は，情報提供許可証の発

行及び照会内容の照会許可用照合リストとの照合を情報提供ネ

ットワークシステムに求め，情報提供ネットワークシステムから

情報提供許可証を受領してから情報照会を実施する等の措置を

講ずる。  

  また，中間サーバーと既存システム，中間サーバーと情報提供

ネットワークシステムとの間は，高度なセキュリティを維持した

行政専用ネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用するこ

とにより，安全性を確保する。  

カ 特定個人情報の保管・消去について，特定個人情報を保管する

サーバーの設置場所において，入退室管理を行う等の物理的対策

を講ずる。 

また，特定個人情報ファイルを管理しているサーバーは，イン

ターネット等の外部ネットワークから隔離されたネットワーク

上に設置する等の技術的対策を講ずる。  

以上のことから判断すると，本評価の内容は，指針に定める特定

個人情報保護評価の目的等に照らし妥当であると認められる。  

   以上に述べたところにより，特定個人情報保護評価書（新型コロナ

ウイルス感染症対策に係る予防接種に関する事務  全項目評価書）に

ついては，適当であると認められる。  

 

 

以  上 

 

 


